
1. 保証金 ⇒ 預り金への振替
委託保証金（保証金）を信用取引以外の買付代金として利用する場合は、事前に
保証金から預り金（MRF）への振替が必要です。

【保証金から預り金（MRF）への振替方法】

①「入出金/振替」を選択

②「信用口座振替」を選択

④「振替金額」を入力
※預り金への振替は当日付
（先日付は不可）

※画面はイメージです。

③「預り金へ振替」を選択
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預り金（MRF）⇔保証金への振替
に関してご留意いただきたい事項

預り金(MRF) 委託保証金入金

委託保証金入金～2017/12

2018/1～

お客様ご自身で振
替手続きが必要

信用取引口座を開設済みのお客様はMRF口座が開設されています。信用取引で
は委託保証金（保証金）⇔ 預り金（MRF）の振替が必要です。



預り金（MRF）⇔保証金への振替
に関してご留意いただきたい事項

2. 預り金（MRF）⇒ 保証金への振替
ご入金いただいた場合、自動的に保証金に振替されず、預り金（MRF）に入金さ
れます。
委託保証金（保証金）として利用する場合は、事前に預り金（MRF）から保証金
へ振替が必要です。

【預り金（MRF）から保証金への振替方法】

③「保証金へ振替」を選択

④「受渡日」（振替日）
を選択
※受渡日は当日を含めて
4営業日先まで選択可能
受渡日を選択後、
「振替金額」を入力

①「入出金/振替」を 選択

②「信用口座振替」を選択

※画面はイメージです。

※代用有価証券の売却約定後、保証金への「振替指示」をすることにより、
振替指示後から受渡日前営業日までは代用有価証券として、受渡日からは
保証金として反映されます。
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